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東京都現代美術館美術資料収蔵委員会設置要綱 

 

1 4 生 文 振 事 第 ２ 号 

平成 14 年４月１日 

15 生文振事第 1109 号 

平成 16 年 3 月 26 日改定 

18 生文振企第 223 号 

平成 18 年 7 月 25 日改定 

18 生文振企第 771 号 

平成 19 年４月２日改定 

22 生文総総第 825 号 

平成 22 年７月９日改定 

３生総総第 2076 号 

令和４年４月１日改定 

４ 生 文 文 第 5 0 6 号 

令和４年８月１日改定 

６生総総第 2818 号 

令和７年４月１日改定 

 

（設置） 

第１ 東京都現代美術館（以下「美術館」という。）の美術資料の収集に必要な事項につい

ての調査検討並びに購入及び受贈等に伴う価格評価の事務を適正かつ円滑に行うことを

目的として東京都現代美術館美術資料収蔵委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（定義） 

第２ この要綱にいう美術資料とは、次に掲げるものをいう。 

（１）美術館の展示の用に供する資料 

（２）美術館の研究の用に供する資料 

（３）美術館で保存することが望ましい資料 

（４）その他美術館にとって必要な資料 

２ この要綱にいう評価対象資料とは、前項に掲げる資料で購入及び受贈等にかかるもの

をいう。 

（所掌事務） 

第３ この委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１）美術資料の購入に係る調査検討 

（２）美術資料の寄贈及び６か月以上の寄託の受入れに係る調査検討 

（３）評価対象資料の価格評価 

（４）その他館美術資料に必要な事項の調査検討 

（構成）  

第４ 委員会は、学識経験を有する者のうちから、生活文化局長（以下「局長」という。）

が委嘱する委員２４人以内で構成する。 

２ 第３に規定する業務を行うために必要があるときは、委員会に局長が委嘱する臨時委
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員を置くことができる。 

３ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、通算４

期８年を限度として再任を妨げない。 

（部会の設置） 

第５ 委員会に次の部会を置く。 

（１）東京都現代美術館美術資料コレクション部会（以下「コレクション部会」という。） 

（２）東京都現代美術館美術資料評価部会（以下「評価部会」という。） 

（コレクション部会） 

第６ コレクション部会は、局長が指名する委員及び臨時委員１２人以内で構成する。ただ

し、調査検討に係る美術資料に利害関係を有する者を除く。 

２ コレクション部会は、第３の(１)及び(２)に規定する業務を行う。 

（評価部会） 

第７  評価部会は、局長が指名する委員及び臨時委員１２人以内で構成する。ただし、評価

対象資料に利害関係を有する者を除く。 

２ 評価部会は、第３の(３)に規定する業務を行う。ただし、一点の予定価格が百万円未満

のものについては、評価対象資料から除く。 

（委員長及び副委員長） 

第８ 委員会並びにコレクション部会及び評価部会（以下、「各部会」という。）に、必要に

応じ委員長及び副委員長を置く。 

２  委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会を主宰し、会務を総理し、その結果を文書で局長に報告するものとする。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（招集等） 

第９ 委員会及び各部会は、局長が招集する。 

２ 委員会及び各部会は、必要に応じ、東京都職員等関係者の出席を求めることができる。 

（公開等） 

第１０ 委員会及び各部会は、原則として公開で行うものとする。ただし、次の各号に掲げ

る事項については非公開とする。 

 （１）第３の(３)に係る事項 

 （２）委員会及び各部会が非公開と決定した事項 

２ 委員会及び各部会の会議録等は、原則として開示する。ただし、次の各号に掲げる事項

については一部開示又は非開示の取扱いとする。 

 （１）第３の(３)に係る事項 

 （２）委員会及び各部会が一部開示又は非開示として決定した事項 

（庶務） 

第１１ 委員会の庶務は、生活文化局文化振興部において処理する。 

（補則） 

第１２ この要綱に定めるもののほか、委員会及び各部会の運営に必要な事項は、局長が別

に定める。 

 

      附  則 
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 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

      附  則 

  この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成１８年８月１日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、平成１９年４月２日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、平成２２年７月１６日から施行する。 

附  則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、令和４年８月１日から施行する。 

   附  則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


